
 
 

 
 

 

 

 

 

佐久都市計画道路の都市計画手続等について調査審議するため、

長野県都市計画審議会を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日 時  

令和８年６月１日（月） 午後１時 30分から午後３時 30分まで 
 

 場 所  
長野県庁議会増築棟 ３階 第１特別会議室 

  

 議 題  
調査審議 ３件（議案概要は別紙１参照） 

 

 委 員  
学識経験者、市町村長の代表者、県議会議員、市町村議会議長の代表者等 
（別紙２参照） 

 

 その他  
○ 会議は、公開で行われます。取材を希望する場合は、当日会場で受付をお

願いします。 
○ 傍聴席及び取材席に限りがあるため、傍聴できない場合がありますので、

ご了承ください。 
 

 

長野県（建設部）プレスリリース  令和８年（2026年）５月 26日 

第 226回長野県都市計画審議会を開催します 

（問合せ先） 

担   当 建設部都市・まちづくり課都市計画係 

高橋、風間 

電   話 026-235-7297（直通） 

     026-232-0111（代表）内線 3360 

ﾌ ｧ ｸ ｼ ﾐ ﾘ 026-252-7315 

電子ﾒｰﾙ toshikeikaku@pref.nagano.lg.jp 

※長野県都市計画審議会について 

・県が都市計画に関する事項について、都市計画法に基づき都市計画案を調査審議する機関。 

・都市計画は都市の将来像を示すものであり、住民の生活に大きな影響を及ぼすため、都市計画を定

めるときは行政機関だけで判断するのではなく、上述の委員による審議を経て決定される。 


